
農 地 中 間 管 理 事 業

① 貸付の相談

③ 貸借の協議

② 登録申請書の提出

④ 貸借契約の締結

協議が整ったら、農業経営基盤強化促

進法等に基づき農地の貸借契約の手続

きを行います。

機構が借り受けられる農用地等かの判

断を行い、借受が決定したら貸付期間、

賃料等の条件を協議します。

「貸付希望農用地等登録申請書」を市町

村農政担当課に提出します。

機構または市町村・農業委員会・農業協

同組合等の相談窓口で農用地等の貸付

について相談してください。（随時）

農地を貸したい⼈は

① 借受希望者募集への応募

③ 貸借の協議

② 応募者の公表

④ 貸借契約の締結

協議が整ったら、農地中間管理事業の

推進に関する法律に基づき農地の貸借

契約の手続きを行います。

市町村・農業委員会・ＪＡ等と協力して、

ご希望に沿った農地を紹介し、貸し出し

の協議を行います。

応募した方の氏名、応募内容を整理し、

農地中間管理機構のホームページで公

表します。

機構が行う「借受希望者の募集」に応募

してください。募集は、原則年間を通して

行います。

農地を借りたい⼈は

宮崎県農業振興公社（直通） 木城町産業振興課 木城町農業委員会 ＪＡ児湯木城支所
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農地中間管理機構が
あなたの⼤事な農地をお預か
りし、農地を必要としている
担い⼿の⽅へお貸しします！


